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  平成24年３月６日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第３号 

   県立自然公園条例施行規則及び岩手県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則 

 （県立自然公園条例施行規則の一部改正） 

第１条 県立自然公園条例施行規則（昭和34年岩手県規則第39号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（市町村の行う公園事業） （市町村の行う公園事業） 

第３条 第２条から前条までの規定（第２条の９第１項第１号

及び第３号並びに第２項の規定を除く。）は、条例第７条第

２項に基づいて市町村が行う公園事業について準用する。こ

の場合において、第２条中「第７条第３項の認可」とあるの

は「第７条第２項の同意」と、第２条の２中「第７条第４項

の申請書」とあるのは「第７条の８において読み替えて準用

する条例第７条第４項の申請書」と、「公園事業執行認可申

請書」とあるのは「公園事業執行同意申請書」と、第２条の

４中「運輸施設に関する公園事業にあっては、第５号、第６

号及び第12号に掲げる書類」とあるのは「市町村が執行する

公園施設に関する公園事業にあっては、第６号から第12号ま

でに掲げる書類」と、第２条の５中「第７条第７項の申請書」

とあるのは「第７条の８において読み替えて準用する条例第

７条第７項の申請書」と、「公園施設変更等認可申請書」と

あるのは「公園施設変更等同意申請書」と、第２条の８中「第

７条の２の規定による承認を受けようとする者」とあるのは

「第７条の８において読み替えて準用する条例第７条の２の

規定により届出をしようとする者」と、「公園事業休止（廃

止）承認申請書」とあるのは「公園事業休止（廃止）届出書」

と、第２条の９第１項中「第７条の３第１項の規定による承

認」とあるのは「第７条の８において読み替えて準用する条

例第７条の３第１項の規定による同意」と、「法人の合併（分

割）による公園事業地位承継承認申請書」とあるのは「公園

事業地位承継同意申請書」と、第２条の10中「第７条の６第

２項の規定による」とあるのは「第７条の８において読み替

えて準用する条例第７条の６第２項の規定による」と、「公

園事業執行認可失効届」とあるのは「公園事業執行同意失効

届」と読み替えるものとする。 

第３条 第２条から前条までの規定（第２条の９第１項第１号

及び第３号並びに第２項の規定を除く。）は、条例第７条第

２項の規定に基づいて市町村が行う公園事業について準用す

る。この場合において、第２条中「第７条第３項の認可」と

あるのは「第７条第２項の協議」と、第２条の２中「第７条

第４項の申請書」とあるのは「第７条の８において読み替え

て準用する条例第７条第４項の協議書」と、「公園事業執行

認可申請書」とあるのは「公園事業執行協議書」と、第２条

の４中「運輸施設に関する公園事業にあっては、第５号、第

６号及び第12号に掲げる書類」とあるのは「市町村が執行す

る公園施設に関する公園事業にあっては、第６号から第12号

までに掲げる書類」と、第２条の５中「第７条第７項の申請

書」とあるのは「第７条の８において読み替えて準用する条

例第７条第７項の協議書」と、「公園施設変更等認可申請書」

とあるのは「公園施設変更等協議書」と、第２条の８中「第

７条の２の規定による承認を受けようとする者」とあるのは

「第７条の８において読み替えて準用する条例第７条の２の

規定により届出をしようとする者」と、「公園事業休止（廃

止）承認申請書」とあるのは「公園事業休止（廃止）届出書」

と、第２条の９第１項中「第７条の３第１項の規定による承

認」とあるのは「第７条の８において読み替えて準用する条

例第７条の３第１項の規定による協議」と、「法人の合併（分

割）による公園事業地位承継承認申請書」とあるのは「公園

事業地位承継協議書」と読み替えるものとする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県自然環境保全条例施行規則の一部改正） 

第２条 岩手県自然環境保全条例施行規則（昭和49年岩手県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 



（特別地区内の行為の許可基準） （特別地区内の行為の許可基準） 

第16条 条例第15条第６項の規則で定める基準は、次の各号に

掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

第16条 条例第15条第６項の規則で定める基準は、次の各号に

掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(１) 工作物を新築すること。 (１) 工作物を新築すること。 

ア・イ ［略］ ア・イ ［略］ 

ウ 次に掲げる工作物 

当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、

新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における

自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

ウ 次に掲げる工作物 

    当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、

新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における

自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

(ア)～(ム) ［略］ (ア)～(ム) ［略］ 

(メ) 条例第15条第４項の規定による許可を受けた行為

（条例第19条第１項後段の規定による同意に係る行為

を含む。）を行うための工作物 

(メ) 条例第15条第４項の規定による許可を受けた行為

（条例第19条第１項後段の規定による協議に係る行為

を含む。）を行うための工作物 

エ・オ ［略］ エ・オ ［略］ 

(２)～(14) ［略］ (２)～(14) ［略］ 

（協議、許可の申請又は届出の添付図書の省略等） （協議、許可の申請又は届出の添付図書の省略等） 

第38条 条例第14条第２項若しくは第22条第２項の規定による

同意を得た行為、条例第15条第４項若しくは第16条第３項第

７号の規定による許可を受けた行為又は条例第17条第１項、

第23条第１項若しくは第25条第１項の規定による届出を了し

た行為の変更に係る協議の申出若しくは許可の申請又は届出

にあっては、第14条第２項（第31条において準用する場合を

含む。）、第18条第２項（第24条第２項及び第32条第２項に

おいて準用する場合を含む。）、第23条第２項又は第34条第

３項の規定により協議書、申請書又は届出書に添付しなけれ

ばならない書類及び図面（以下この条において「添付図書」

という。）のうち、その変更に関する事項を明らかにしたも

のを添付すれば足りる。 

第38条 条例第14条第２項若しくは第22条第２項の規定による

協議した行為、条例第15条第４項若しくは第16条第３項第７

号の規定による許可を受けた行為又は条例第17条第１項、第

23条第１項若しくは第25条第１項の規定による届出を了した

行為の変更に係る協議の申出若しくは許可の申請又は届出に

あっては、第14条第２項（第31条において準用する場合を含

む。）、第18条第２項（第24条第２項及び第32条第２項にお

いて準用する場合を含む。）、第23条第２項又は第34条第３

項の規定により協議書、申請書又は届出書に添付しなければ

ならない書類及び図面（以下この条において「添付図書」と

いう。）のうち、その変更に関する事項を明らかにしたもの

を添付すれば足りる。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 
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